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過去 6年間の IPR手続に関連する興味深い統計データ 
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１．はじめに 
 

 PTAB（Patent Trial and Appeal Board）が設立されてから 2017年 9月 16日で 5年になりま

した。毎年、特許付与後の手続は、手続上および実体的に進化しつつあります。このタイミング

で、PTABにおける特許付与後の手続である IPR（Inter Partes Review）に関する過去 6年間

の統計データが公表されました。 

 

米国において特許付与後の手続は、訴訟と比較して、特許の有効性の審理速度や、手続から派

生するコストの観点等からも魅力的な手続であり、2017 年度には 1,723 件の手続申請が行わ

れました。今後も、特許戦略上、ますます重要視され続けるであろうことが予想されます。そこ

で、IPR の特徴および留意事項と、それらの手続に関連する過去 6 年間の興味深い統計データ

について、以下に説明します。 
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